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（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、市 が 発 注 す る 建 設 工 事 の 入 札 に お い て 、地 方 自

治 法 施 行 令 第 １ ６ ７ 条 の １ ０ 第 ２ 項（ 令 第 １ ６ ７ 条 の １ ３ の 規 定 に

よ り 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）の 規 定 に よ り 最 低 制 限 価 格 を 設 け て 行

う 入 札（ 以 下「 最 低 制 限 価 格 制 度 」と い う 。）を 適 正 に 実 施 す る た

め 、鹿 島 市 財 務 規 則（ 昭 和 ３ ９ 年 規 則 第 １ ０ 号 。以 下「 規 則 」と い

う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 適 用 の 対 象 ）  

第 ２ 条  最 低 制 限 価 格 制 度 は 、 規 則 第 １ １ ８ 条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 に

規 定 す る 建 設 工 事 請 負 契 約 を 締 結 し よ う と す る 場 合 に お い て 適 用

す る 。  

（ 最 低 制 限 価 格 の 算 定 方 法 等 ）  

第 ３ 条  最 低 制 限 価 格 は 、 予 定 価 格 に １ ０ 分 の ９ ． ２ を 乗 じ て 得 た

額 （ 千 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る 。 ） と し 、

そ の 算 定 に 係 る 参 考 調 書 は 、 別 に 定 め る 「 最 低 制 限 価 格 の 算 定 に

係 る 参 考 調 書 」 に よ る も の と す る 。  

（ 予 定 価 格 調 書 へ の 記 載 ）  

第 ４ 条  最 低 制 限 価 格 を 設 け た と き は 、 そ の 価 格 を 規 則 第 １ １ ８ 条

第 ３ 項 に 規 定 す る 予 定 価 格 調 書 に 併 記 す る も の と す る 。  

（ 最 低 制 限 価 格 の 周 知 ）  

第 ５ 条  規 則 第 １ １ ８ 条 の ２ 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 第 １ １ ８ 条 第

２ 項 の 規 定 に よ る 公 表 は 、 入 札 通 知 等 と 同 時 に 財 政 課 に お い て 閲

覧 に 供 す る こ と に よ り 行 う も の と す る 。  

 （ 落 札 者 の 決 定 ）  

第 ６ 条  最 低 制 限 価 格 を 下 回 る 価 格 に よ る 入 札 が 行 わ れ た 場 合 は 、

当 該 入 札 を し た 者 を 落 札 者 と し な い も の と し 、 予 定 価 格 の 制 限 の

範 囲 内 の 価 格 で 最 低 制 限 価 格 以 上 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 の う

ち 、 最 低 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と す る 。  



 

 

（ 委 任 ）  

第 ７ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。  

 

附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 ７ 年 訓 令 甲 第 ６ 号 ）  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



別紙

①

税込金額

②

税抜金額

③ ③＝①×0.92
税込金額
（千円未満切捨て）

④ ④＝③×100／110
税抜金額
（円未満切上げ）

最
低
制
限

価
格

 　最低制限価格

 （入札書比較最低制限価格）

最低制限価格の算定に係る参考調書

入札日 　年　  　月　  　日

工事名

予
定
価
格

 　予　定　価　格

 （入札書比較価格）


